
所属研究機 関に所属 して いる研究者の情報 は所属研究機関が登録 します 。所属研

究機関に所属 していない研究者 の情報 は、 e―Rad運用担 当で登録 します。必要な

手続 きはポー タルサ イ トを参照 して くだ さい。

※  なお、文部科学省の科学研究費補助金制度で登録 されて いる研究者情報は、

既に この システムに登録 されています。

○個 人情報の取扱 い

応募書類等に含 まれ る個人情報は、不合理な重複 や過度の集 中の排除のため、

他府省 ・独立行政法人を含む他 の研究資金制度・事業の業務 においても必要な範

囲で利l用 (デ ー タの電算処理及び管理 を外部の民間企業に委託 して行わせ るため

の個 人情報 の提供 を含松。)す る他、 e―Radを 経 由 し、内閣府の 「政府研究 開発

デー タベース」へ提供 します。

(ィ )システム上 で提出す るに当た っての注意

e Radを 利用 して応募書類等 を作成 ・提 出す る際 、以下の事項 に留意 して くだ

さいQな お、締切間際は大変混み合い、一時的に応答が遅 くなる場合が あ ります。

また、応募書類等の作成方法に問題があると、ア ップロー ドが うま くいかない

場合 もあ ります。 システムの混雑 や、提案書の修正にかか る時間帯 を考慮の上、

余裕 を持 つて提出 して くだ さい。

詳細 は、ポー タルサ イ トの 「お知 らせ」において「提案書 (応 募情報)提 出に

当た つての注意事項」 (httpi//WWW e― rad go」 p/kenkyu/doc/teiansho20090724

html)を 必ず確認 して くだ さい。

○応募書類等作成時の注意点

応募書類の提 出前に、以下の点に問題がない ことを確認 してか らe― Rad上 で提

出 して くだ さい。

・ e― Radの 推奨動作環境 を満た して いること。

・応募書類等 には、別の ア プリケー シ ヨン (CDAや スキ ャナ、PoStScriptや DTP

ソフ ト等)で 作成 した図 を貼 つていない こと。

・ 「GIF」 「BMP」 「JPEG」 及び「PNG」 以外の画像 を貼 つていない こと。

・応募書類等の ファイルサイズは 3 Mbyte以 下で あること。

問題が ある場合は、e― Rad上 で提出 しよ うとして も、登録 され ない (正 常にPDF

ファイルに変換 され ない)場合があ りますので、 ご注意 くだ さい。

※ 添付様式等応募書類 に添付する書類が ある場合は、当省ホームペー ジか ら研

究計画書 (WOrdフ アイル )を ダウンロー ドし、必要事項 を記載 した ものの 当該

ファイルの末尾 (「 17 補助金 等に係 る予算の執行の適 正化 に関す る法律

(昭 和 30年 法律第 179号 )第 18条第 1項の規定によ り補助金等の返還 を

命 じられた過去の事業」欄 の後)に 貼付 して提出 (ア ップロー ド)す るか (な

お、ダウンロー ドした ファイル を一太郎 ファイルに変換 して研究計画書 を作成

して も差 し支 えあ りません。 )、 あるいは、お手持 ちの PDF変 換アプ リケー

シ ョンを利用 して、あ らか じめ研究計画書 を PDFフ ァイルに変換 して ファイ

ル を一つに結合す る等 によ リーつの PDFフ ァイル を作成 して、 e― Rad上 で提

出 して くだ さい。



○提 出の完 了について

応募 に当た つては機関承認 を必要 と して います 。下記の公募期間 日時に達す る

までに、研究機関の事務代表者 による「承認」が完 了 して いる必要があ ります。

承認の完 了は、 「機 関承認完 了」画面が表示 された ことをもって完 了とな ります。

なお、配分機関へ提 出す るまでは内容 を修正す ることが可能 です。配分機 関ヘ

提出 した時点で修正す ることができません。

○提 出後の処理状況の確認 につ いて

応募書類等の提 出に当た っては、 e― Radの 利用規約第 4条第 3項及 び第 4項 に

あるとお り、必ず処理状況の確認 を行 つて くだ さい。なお、公募期間終 了 日まで

「配分機関受付 中」 にな らなか つた場合 は、所属研究機関又はヘル プデス クに至

急連絡 して くだ さい。

(ウ )シ ステムの操作方法 に関す る問い合わせ先

システムの操作方法 に関す る問い合わせ は、ヘル プデスクにて受 け付 けます。

ポー タルサ イ トをよ く確認の上、問い合わせて くだ さい。なお、公募要項の内容 、

審査状況、採否に関す る問 い合わせ には一切回答で きません。

○ヘル プデスク

0120-066-877(フ リー ダイヤル )

(受 付時間帯)午前 9130か ら午後 5130ま で

※土曜 日、 日曜 日、国民の祝 日および年末年始 (12月 29日 ～ 1月 3日 )を 除 く。

(5)公 募期間 平成 22年 11月 2日 (火 )～ 12月 14日 (火 )午 後 5時 30分 (厳 守 )

※ l e― Rad上 の応募が可能なのは、 e―Radの 利用可能 時間帯のみですので

ご注意 くだ さい。なお、公募期間最終 日 (12月 14日 (火 ))は 午

後 5時 30分 で終 了 とな りますので、十分 ご注意 くだ さい。

※ 2 提出書類の受理確認 は、「受付状況一覧画面」か ら行 うことがで き

ますが、提出締切 日までに受付状況が 「配分機関受付 中」 とな ってい

ない場合は無効 とな りますので十分 ご注意 くだ さい。

(6)提 出書類  補助金 に応募す る研究代表者 は、 e―Radを 用 いて、研究計画書 (様 式 A

(1))を 提出 して くだ さい。

※ 若手育成型であつてマスキング評価を行 う研究課題については、研究

計画書の様式が異な りますので、内容をご確認の上作成・提出して くだ

さい。

※  「難 治性疾 患克服研究事 業」 、 「化学物 質 リス ク研 究事 業 」及

び 「健 康安全・危機 管理 対策総 合研究事業」については、研究計画書

の宛先が異な りますので、「作 成 上 の留意事項 」 を参 照 の上 、作 成

して くだ さい。



(7)そ の他

ア 研究の成果及 びその公表

研究の成果は、研究者等 に帰属 します 。ただ し、補助金 による研究事業の成果 に

よって、相 当の収益 を得た と認め られ る場合 には、交付 した補助金の全部又は一部

に相 当す る金額 を国庫に納付 して もらうことが あ ります。

なお、補助金 による研究事業の報告書等は公開 とな ります 。

また、研究事業の結果又はその経過の全部若 しくは一部 について、新聞 、書籍 、

雑誌等 において発表 を行 う場合 は、補助金 による事 業の成果である旨を明 らかに し

て くだ さい。

※ 研究により得 られた成果は研究の成果を継続的に追跡 して評価するため、「行政

効果報告 (助 成研究成果追跡資料)WEB登 録 (http://mhlw― grants niph go jp/

idshlnsei/)」 に必ず登録 して ください。

国民との双方向コミュニケーシ ョン活動について

科学技術の優れた成果を絶え間なく創出 し、我が国の科学技術をよリー層発展さ

せるためには、科学技術の成果を国民に還元するとともに、国民の理解 と支持を得

て、共に科学技術を推進 してい く姿勢が不可欠であるとの観点か ら、研究活動の内

容や成果を社会 '国 民に対 して分か りやす く説明する双方向コミュニケーション活

動が求められています。 (下 記参考を参照。 )

特に、 1件 当た り年間 3千 万円以上の公的研究費 (競 争的資金又はプロジエク ト

研究資金)の 配分を受ける研究者等においては、本活動に積極的に取 り組むようお

願いします。

なお、厚生労働科学研究費補助金においては、今後、国民との双方向コミュニケ

ーション活動の実施の実績を中間・事後評価の評価項 目に盛 り込むことを検討 して

います。

【双方向コミュニケーション活動例】 (下 記参考より抜粋 )

① 小・中・高等学校の理科授業での特別授業

② 地域の科学講座・市民講座での研究成果の講演

③ 大学・研究機関の一般公開での研究成果の講演

④ 一般市民を対象としたシンポジウム、博覧会、展示場での研究成果の講演・

説 明

⑤ インターネット上での研究成果の継続的な発信

(参 考 )

「国 民 との科 学・ 技術対話 」の推進 につ いて (基 本 的取組 方 針 )

(httpi//WWW8 cao go 」p/cstp∠ outp塑二/20100619taiwa pdf)

ウ.補助金 による推進事業の活用について

本公募要項 に基 づ く公募 による研究者等への研究費補助のほか、採択 され た研究

課題 を支援す るため、補助金 によ り主に次の事業 を関係特例 民法法人等 において実

施す る予定 です。 なお、当該事業の実施 の有無及び実施内容は研究事業毎に異 な り、

当該事業に係 る募集 を行 う場合には、実施団体か ら直接、当該事業の対象 とな る研

究代表者 あて連絡 を行 うこととな ります c
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(ア )外 国人研究者招へ い事業

課題が採択 された研究代表者か らの申請 に基 づ き、当該研究の分野 で優れた研

究 を行 つている外国人研究者 を招へ い し、海外 との研究協 力を推進す る ことによ

り我が国にお ける当該研究の推進 を図 る事業。 (招 へ い期間 :2週 間程度 )

(イ )外 国への 日本人研究者派遣事 業

課題が採択 された研究代表者か らの推薦 に基 づ き、国内の若手 日本人研究者 を

外国の研究機 関及び大学等に派遣 し、当該研究課題 に関す る研究 を実施す ること

によ り、我が国における当該研究の推進 を図 る事業。 (派 遣期間 :6ヶ 月程度 )

(ウ )リ サーチ・ レジデ ン ト事業 (若 手研究者育成活用事業 )

課題が採択 された研究代表者か らの申請 に基 づき、研究代表者等の所属す る研

究機関 に当該研究課題に関す る研究 に専念す る若手研究者 を一定期間 (原 則11年 、

最長 3年 まで延長)派遣 し、当該研究の推進 を図 るとともに、将来の我が国の 当

該研究の中核 とな る人材 を育成す るための事業 。

(対 象者 :博 士の学位 を有す る者又はそれ と同等の者 (満 39歳 以下の者 ))

工 健康危険情報 について

厚生労働省 においては、平成 9年 1月 に 「厚生労働健康危機管理基本指針」 を策

定 し、健康危機管理 の体制 を整備 してお り、 この一環 と して、国民の生命 、健康 に

重大な影響 を及ぼす情報 (以 下 「健康危険情報 」 とい う。)に ついては、補助金 に

よ り研究 を行 う研究者か らも広 く情報収集 を図 ることと してお りますので、その趣

旨をご理解の上、研究の過程 で健康危険情報 を得た場合には、厚生労働省への通報

をお願 い します。

なお、提供 いただ いた健康危険情報 については、厚生労働省 において他の情報 も

併せ て評価 した上で必要な対応 を検討す るものであ り、情報提供 に伴 う責任が研究

者 に生 じるもので |ま あ りませんので、幅広 く提供 いただ くよ うお願 い します。

オ 政府研究開発デー タベース入力のための情報

補助金 によ り行 う研究については、府省横断的なデー タベースである政府研究開

発デー タベース (内 閣府総合科学技術会議事務局)へ の入力対象 とな ります。以下

の情報 については、e Radを 通 じて、政府研究開発デー タベー スに提供 され ます。

(ア )研究者番号 (8桁 )

e― Radに よ り研究者 に一意 に付与 され る研究者 固有の番号 (8桁 )を 「研究者

番号」 と呼びます。本 システムで、対象 とす る制度・ 事業について、研究課題名、

研究者名、研究期間、配分額等の基本情報 を取 り扱 うに当たって、研究者に対 して

「研究者番号」 を発行 し研究者 の一意性 を確保 します。

※ 従来の 「研究者 ID」 とは異 な りますので ご留意 くだ さい。

(イ )エ フォー ト

III究 代表者等 は、研究者が 当該研究の実施 に必要 とす る時間が年間の全勤務時

間 (正 規 の勤務時間以外の勤務時間 を含む。 )に 占める割合 を百分率で表 した数

値 (1未満の端数が ある とき Iよ 、 これ を四捨五入 して得た数値)(い わゆ るエフ

ォー ト)を 記入 して くだ さい。

また、 この エフオー トについては、各研究者が当該研究について何°/oず つ分担



するのかを問うものではありませんので、誤解のないようお願いします。

(ウ )研究分野

主た る研究分野 を 「重点研究分野 コー ド表」 よ り選 び、研究 区分番号 、重点研

究分野 、研究区分 を記入す るとともに、関連す る研究分野 (最 大三つ)に ついて

も同様 に記入願 います。

(工 )研究キー ワー ド

当該研究の内容に即 した、研究キー ワー ドにつ いて 、「研究キー ワー ド候補 リ

ス ト」 よ り選 び、 コー ド番号 、研究キー ワー ドを記入願 います。 (最 大五つ )

該当す るものがない場合、 30字 以内で独 自のキー ワー ドを記入 して くだ さい。

(オ )研究開発の性格

当該研究について、基礎研究、応用研究 、開発研究 のいずれ に当た るか を記入

願 います。

力 競争的研究資金の不合理 な重複及 び過度 の集 中の排除 について

(ア )補助金の応募の際 には、厚生労働省か ら交付 され る研究資金 (特 例民法法人等か

ら配分 され るもの を含む。 )、 他府省の研究資金 、独立行政法人か ら交付 され る研

究資金及び特例民法法人等か ら交付 され る研究資金等の応募・受入状況 (研 究事業

名、研究課題名、実施期間 、補助要求額 、エフォー ト等 )を 研究計画書 に記載 して

いただ きます。なお、計画書に事実 と異 なる記載 を した場合は、研究課題の採択の

取 り消 し又は補助金 の交付決定取 り消 し、返還等の処分 を行 うことがあ ります 。

(イ )課題採択 に当た つては、 「競争的研究資金の不合理 な重複及び過度の集中の排除

等に関する指針」 (競 争的研究資金に関す る関係府省連絡会 申 し合わせ )に 基づ き、

e― Radを 活用 し、不合理 な重複 及び過度の集 中の排除 を行 うために必要 な範囲内で、

応募内容の一部 に関する情報 を関係府省 (独 立行政法人等である配分機関 を含む。 )

間で共有 し、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集 中が認め られた場合には、

研究課題 を採択 しない場合等が あ ります。

なお、 この よ うな課題の存在の有無 を確認す る目的で、課題採択前 に、必要な範

囲内で、採択予定課題及 び研究計画書 の内容の一部 (競 争的研究資金名、研究者名、

所属機関、研究課題 、研究概要 、計画経費等)に ついて他府省 を含む他の競争的研

究資金担 当課 に情報提供す る場合があ ります。

(ウ )他府省の競争的研究資金及 び独立行政法人か ら交付 され る競争的研究資金 で、

補助金 と同一内容の研究課題が採択 された場合は、速やかに「Ⅲ 照会先一覧」に

記載 され た担 当課へ報告 し、いずれかの研究 を辞退 して くだ さい。また、特例民法

法人等か ら交付 され る研究資金等で同一内容の研究課題が採択 された場合は、速や

かに「Ⅲ.照会先一覧」に記載 された担 当課へ報告 し、指示に従 つて くだ さい c

なお、 これ らの手続 きをせず、同一内容の研究課題の採択が明 らかにな った場合

は、補助金の採択の取消 し、また、交付決定後においては、補助金の返還等 を求め

ることがあ ります。

キ 採択の取消 し等



研究課題採択後 において、厚生労働省が指示す る補助金の交付申請書や事 業実績報

告書等の提 出期限 を守 らない場合は、採択の取消 し、また、交付決定後 においては、

補助金 の返還等 を求める ことが あ りますので十分留意 して くだ さい c

ク_個 人情報の取扱 い

補助金に係 る研究計画書又は交付申請書等 に含 まれ る個人情報 は、補助金の業務

のために利用及び提供 され ます。また、採択 された 1□ 々の課題 に関す る情報 (制 度

名、研究課題名、研究者名、所属研究機 関名、予算額及び実施期間 )は 、 「行政機

関の保有す る情報の公開 に関す る法律」 (平 成 11年法律第 42号 )第 5条第 1号

イに定める 「公にす ることが予定 され ている情報」 とす る他 、マク ロ分析 に必要 な

情報 は 「政府研究開発デー タベース」への入 力のため内閣府 に提供 され 、分析結果

が公表 され る場合が あ ります。また、上記オ に基づ く情報提供が行われ る場合が あ

ります。

なお、採択課題名等 (研 究代表者名 を含む。 )及 び研究報告書 (概 要版 を含む。 )

については、印刷物、厚生労働省ホームペー ジ (厚 生労働科学研究 成果デー タベー

ス)に よ り公開 され ます。

ケ  リサー チツール特許の使用の円滑化について

リサーチツール特許につ いては、「ライフサ イエ ンス分野における リサーチ ツー

ル特許の使用の円滑化に関す る指針」 (平 成 19年 3月 1日 総合科学技術会議 )に

基づ き、適切 に取 り扱 うよ う努めて くだ さい。

コ.歳出予算の繰越 しについて

交付決定時には予想 し得なかったやむを得ない事由に基づき年度内に補助事業が

完了 しない見込みのあるものについては、補助金を翌年度に繰越 して執行すること

ができる場合があ ります。

詳細は、「厚生労働科学研究費補助金に係る歳出予算の繰越 しの取扱いについて」

(平 成 16年 1月 29日 科発第 0129002号 厚生科学課長決定)(httpi//WWW
mhlw go」 p/bunya/kenkyuujigyou/toriatukai05/pdf/01 pdf)を 参照 して ください。
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Ⅲ:照 会先―覧

この公募に関して疑問点等が生じた場合には、次表に示す連絡先に照会してください。

区 分 連絡先 (厚 生労働省代表 03-5253-1111)

行政政策研究事業

)政策科学総合研究事業

(2)地 球規模保健課題推進研究事業

2.先 端的基盤開発研究事業

(¬ )再生医療実用化研究事業

(2)創 薬基盤推進研究事業

(3)医 療機器開発推進研究事業

3 臨床応用基盤研究事業

(1)医 療技術実用化総合研究事 業

4 成育疾患克服等次世代育成基盤研究

事業

5 第 3次対がん総合戦略研究事業

(1)第 3次対がん総合戦略研究事業

(2)が ん臨床研究事業

6 生活習慣病・難治性疾患克服総合研

究事業

(1)循 環器疾患 口糖尿病等生活習慣病

対策総合研究事業_

(2)免 疫ア レルギー疾患等予防・治療

研究事 業

(3)難 治性疾患克服研究事業

政策統括官付政策評価官室 (内 線7778)

大 臣官房統計情報部保健統計室 (内 線 7505)

大臣官房国際課 (内 線7319)

医政局研究開発振興課 (内 線 4151)

医政局研究開発振興課 (内 線4151)

医政局研究開発振興課 (内 線 4151)

医政局研究開発振興課 (内 線 4151)

雇用均等・児童家庭局母子保健課 (内 線 7987)

健康局総務課がん対策推進室 (内 線 4604)

健康局総務課がん対策推進室 (内 線 4604)

健康局総務課生活習慣病対策室 (内 線 2339)

健康局疾病対策課 (内 線 2359)

内容 に関す る照会

提出に関す る照会

:健 康局疾病対策課

(内 線 2355)

:国 立保健医療科学院総務部

総務課 (048-458-6111)



分区 連絡先 (厚 生労働省代表 03-5253-1111)

(4)慢性の痛み対策研究事業 (仮 魯 )

7 長寿・障害総合研究事業

(1)長 寿科学総合研究事 業

(2)認 知症対策総合研究事業

(3)障 害者対策総合研究事業

8_感 染症対策総合研究事業

(1)新 型インフルエンサ
゛
等新興・再興感染症

研究事業

(2)エ イス
゛
対策研究事業

(3)肝 炎等克服 緊急対策研究事業

9 地域医療基盤開発推進研究事 業

10 労働安全衛生総合研究事業

11_食 品医薬 品等リスク分析研究事業

(1)食 品の安全確保推進研究事 業

(2)医 薬 品・医療機器等レギュラトリーサイエンス

総合研究事業

(3)化 学物質リスク研究事業

12.健康安全・危機管理対策総合研究事業

健康局疾病対策課 (内 線 2359)

老健局総務課 (内 線 3908)

老健 局総務課 (内 線 3908)

社会・援護局障害保健福祉部企画課 (内線∞29)

健康局結核感染症課 (内 線2379)

健康局疾病対策課 (内 線 2357)

健康局疾病対策課肝炎対策推進室 (内 線 2949)

医政局総務課 (内 線 2520)

労働基準局安全衛生部計画課 (内 線 5479)

医薬食品局食品安全部企画情報課 (内 線2452)

医薬食品局総務課 (内 線 4211)

内容 に関す る照会

提出に関す る照会

内容に関する照会

提出に関する照会

:EAI薬 食品局審査 管理課化学

物質安全対策室 (内 線 2425)

:国 立医薬品食品衛生研究所

総務部業務課

(03-3700-1141)

:健 康局総務課地域保健室

(内 線 2336)

:国 立保健 医療科学院総務部

総務課 (048-458-6111)

※ 公募研究事業名の 「 (仮 称 )」 については、平成 23年 度予算成立後に削除す る予定です。

したが つて、研究計画書 を提 出す る時には研究事 業名の 「 (仮 称 )」 を削除 して提出願 います。

※  「政策科学総合研究事 業」の うち「政策科学推進研究事 業」については政策統括官付政策評



価官室が、「統計情報総合研究事業」については大臣官房統計情報部保健統計室が照会先とな

ります。

Ⅳ,研究課題の評価

研究課題の評価は、 「厚生労働省の科学研究開発評価 に関す る指針」 (平 成 22年 ○月○

日厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)に 基 づき、新規 申請課題の採択の可否等につ いて

審査す る「事前評価」、研究継続 の可否等 を審査す る 「中間評価 」 (※ )、 研究終 了後の研

究成果 を審査す る「事後評価」の三つの過程 に分 け られます。必要に応 じて、研究終 了後 3

年 を経過 した後、施策への活用状況等 を審査す る追跡評価 を行 います。

「事前評価 」においては、提出 された研究計画書に基づき外部専門家によ り構成 され る事

前評価委員会 において、下記の 「専門的・学術的観 点」、 「行政的観点」及び 「効果効率的

な運営の確保の観 点」か らの総合的な評価 (研 究内容の倫理性等総合的に勘案すべ き事項 に

ついて も評定事項に加 えます。)を 経 たのち、研究課題が決定 され 、その結果に基づ き補助

金が交付 され ます 。 (な お、公募研究課題によ つては、必要 に応 じ申請者 に対 して申請課題

に対す る研究の背景 、 目的 、構想、研究体制、展望等についての ヒア リングや施設の訪間調

査 を実施 し、評価 を行 います。 )

研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知 します。

また、採択 された課題等 については、印刷物のほか厚生労働省ホームペー ジ等 によ り公表

します。

※ 研究期間が複 数年度で採択 された研究課題であ っても、中間評価 によ り中途 で終 了

す ることが あ ります。

○ 事前評価の評価事項

(¬ )専 門的・学術的観 点か らの評価 に当た り考慮すべ き事項

ア 研究の厚生労働科学分野における重要性

・厚生労働科学分野に対 して有用 と考え られ る研究で あるか

イ 研究の厚生労働科学分野における発展性

・研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展 に役立つか

。臨床研究の場合は、いわゆ る臨床研究登録がな され る予定か

ウ 研究の独創性・新規性

・研究 内容が独倉1性 ・新規性 を有 しているか

工 研究 目標の実現性・即効性

・研究機関の各年度毎の 目標が明確か

・実現可能な研究で あるか

オ_研究者の資質、施設の能力

・研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点か ら、遂行可能な研究であるか

・臨床研究の場合は、疫学 ・生物統計学の専門家が関与 しているか

(2)行 政的観 点か らの評価 に当た り考慮すべき事項

ア.政策等への活用 (公 的研究 と しての意義 )
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・ 施策への直接反映の可能性 あるいは、政策形成の過程 な どにおける参考 と して間接

的に活用 され る可能性

・間接 的な波及効果 な どが期待で きるか

・ これ ら政策等への活用がわか りやす く具体的かつ明確 に示 されているか

・ 社会的・経済的効果が高 い研究 であるか

イ 行政的緊急性

(3)効 率的・ 効果的な運営の確保の観点か らの評価に当た り考慮すべ き事項

効率性が確保 され ない場合 、研究計画の見直 しを条件 とす る。

・研究が効果的・効率的に実施 (計 画 )さ れているか

・他の民間研究 などによ り代替 えで きるものではないか

・ 研究の実施 に当た り、他の公的研究・民間研究 な どとの連携や活用が十分 に図 られ

ているか (他 の公的研究・民間研究や過去の成果な どの活用、共同研究 とす ること

な どによる研究効率や効果の向上の余地がないか )

○  中間評価の評価事項

(¬ )専 門的・学術的観 点か らの評価 に当た り考慮すべ き事項

ア 研究計画の達 成度 (成 果 )

・ 当初の計画 どお り研究が進行 しているか

イ、今後の研究計画の妥 当性・効率性

・ 今後研究 を進めて い く上で問題点はないか

。問題 点がある場合には、研究内容等の変更が必要か

・その際 には どのよ うに変更又は修 正すべ きか

ウ 研究継続能 力

・研究者の構成、研究者の能 力や施設の設備か らみて研究 を継続 し、所期の 目的 を達

成す ることが可能か

・研究者 の構成に変更が必要 な場合 は、 どの よ うに変更すべ きか

(2)行 政的観点か らの評価 に当た り考慮すべ き事項

評価時点での政策等への活用 (公 的研究 としての意義 )

・施策への直接反映の可能性 、あるいは、政策形成の過程 な どにおける参考 として間

接的に活用 され る可能性

・間接的な波及効果 な どが期待で きるか

・ これ ら政策等への活用がわか りやす 〈具体的かつ明確 に示 されて いるか

・社会的・経済的効果が高 い研究であるか

(3)効 率的・効果的な運営の確保の観 点か らの評価に当た り考慮すべ き事項

効率性が確保 され ない場合 、研究の中止や研究計画の見直 しを条件 とす る。

・研究が効果的・効率 的に実施 (計 画)さ れているか

・他の民間研究 な どによ り代替 えで きるものではないか

・研究の実施 に当た り、他の公的研究・民間研究 などとの連携や活用が十分 に図 られ



ているか (他 の公的研究・民間研究や過去の成果な どの活用 、共同研究 とす ること

な どによる研究効率や効果の向上の余地がないか )

○ 事後評価 の評価事項

(1)専 門的・ 学術的観点か らの評価 に当た り考慮すべ き事項

ア 研究 目的の達成度 (成 果 )

・所要の 目的 を達成 したか

・所要 の 目的 を達成で きなか つた場合は、 どこに問題が あつたか

イ 研究成果の学術的・国際的・社会的意義

・ 研究成果の学術的・国際的・社会的意義が どの程度 あるか

ウ 研究成果の発展性

・研究成果の今後の研究への発展性があるか

工 研究内容の効率性

・研究 が効率的に実施 されたか

(2)行 政的観 点か らの評価 に当た り考慮すべ き事項

研究成果の政策等への活用 (公 的研究 と しての意義 )

・施策への直接反映の可能性、あるいは、政策形成の過程 な どにお ける参考 と して間

接的に活用 され る可能性

・間接的な波及効果 な どが期待できるか

。これ ら政策等への活用がわか りやす く具体的かつ明確 に示 されているか

・社会 的 。経済的効果が高い研究であるか

(3)効 率的・効果的な運営の確保の観点か らの評価に当た り考慮すべ き事項

効率性が確保 されない場合、研究の中止や研究計画の見直 しを条件 とす る。

・研究が効果的・効率的に実施 されたか

(4)国 民へのわか りやすい説明・普及の努 力の観点か らの評価 に当た り考慮すべ き事項

・研究の成果や意義が、国民にわか りやす く説 明 されているか

。研究成果 を普及 (社 会還元)等 させ るために、研究者 (機 関・法人 )が 十分に取 り

組んでい くことと しているか

・評価の際には、専門学術雑誌への発表並びに学会での講演及び発表 など研究成果の

公表状況や特許の出願及び取得状況について考慮す る。
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<補助金の うち本公募要項 において公募 を行 う研究類型について >
厚生科学審議会科学技術部会 に設置 した 「今後の中長期的な厚生労働科学研究の在 り方 に関

す る専門委員会」の中間報告書 (http://www mhlw go」 p/shingi/2005/04/s0421-4 html)に

基づ き、平成 18年 度か ら本補助金 を 5つ の研究類型に整理 しま した。

本公募要項では、 「指定型」、 「戦略型」及び 「プロジェク ト提案型」 を除 いた次の 2類型

につ いて募集 を行 います。

1.一般公募型

一般公募 による競争的枠組み。

2 若手育成型

将来の厚生労働科学研究 を担 う研究者 の育成 を推進す るための枠組み。

・応募資格 に制限 (た だ し、年齢制限の ある事業において も、産前・産後休 業又は育児休

業を取得 した者 については、その 日数 を応募資格の制限 日に加算す ることがで きるもの

と します c研 究計画書 に休 暇 を取得 した ことを所属機 関の長 が証明 した書類 (様 式 自由 )

を添付 して くだ さい。 )

・研究評価結果の フィー ドバ ック等、教育的配慮 を重点的 に実施 し、研究者の レベルア ッ

プに寄与。

※  「規制改革推進のための 3か 年計画」 (平 成19年 6月 22日 閣議決定)に おいて、「主

に業績 が十分 に定ま らない若手研究者等 について、導入に当た つての課題の解決 を図 り

つつ、一定の試行 を行 い、その効果 を十分検証 した上で『 マスキ ング評価』 を導入す る

ことを図 る。」 とされ ていること等か ら、一部の研究事業において、マスキ ング評価 を

実施す ることと している。

<各 研究事業の概要及び新規課題採択方針等 >

1_行政政策研究事業

(1)政 策科学総合研究事 業

ア 政策科学推進研究事業

<事 業概要 >
人 口・少子化問題な ど、社会保障全般 に関す る課題 を扱 う人文・社会科学系の研究事業で

ある。社会保障 を中心 と した厚生労働行政施策の企画立案及 び推進 に有用な研究成果が得 ら

れ る ことを目標 に事業 を行 つて いる。

具体的には、①社会・経済構造の変化と社会保障に関する研究、②世帯・個人の経済・生

活状況と社会保障に関する研究、③社会保障分野における厚生労働行政施策の効果的な推進

等に関する研究について、一般公募を行 うとともに、若手研究者の参入を促進するため、

「若手育成型」の研究を公募することとしている。これ らの研究を通 して、成長戦略の中核

としての社会保障施策を立案することが求められている。

この公募は、本来、平成23年 度予算成立後に行 うべ きものであるが、で きるだけ早 く研究

を開始す るために、予算成立前 に行 うことと しているもので ある。従 つて、成立 した予算の

額 に応 じて、研究費の規模 、採択件数等の変更が生 じる場合等が ある。

<新規課題採択方針 >



近年の厳 しい経済情勢や急激 に進む少子高齢化 を踏 まえ、①社会・経済構造の変化 と社会

保障 に関す る研究 を重点的に採択す る こととす る。採択に当た っては、単なる実態調査 や事

実関係の確認 に とどま らず 、現状分析か ら課題 を抽 出 し、科学的 に検証す るとい う仕組みに

なつているか、及び、社会保障施策の立案に有用であるか、 とい う点を考慮す る。

研究費の規模 :1課 題 当た り2,000千 円～ 10,000千 円程度 (1年 当た り)

ただ し、 「若手育成型」については、2,000千 円～3,000千 円程度

研究期間   : 1～ 3年

※喫緊の行政課題 に関す る研究 については可能 な限 り短期間である ことが望ま しい。

新規採択予定課題数 :9課 題程度 「若手育成型」については 1課題程度

※以下に示す公募研究課題については、事前評価の結果によ り採択 を行わない、又は複数

の課題 を採択す る ことが ある。

若手育成型の応募対象 :

平成 23年 4月 1日 現在 で満 39歳 以下の者 (昭 和 46年 4月 2日 以降に生 まれた者 )

※新規採択時にのみ本条件 を適用す る。

※満年齢の算定は誕生 日の前 日に 1歳加算す る方法 とす る。

※産前・産後休業及び育児休 業 を取 つた者 は、その 日数 を応募資格の制限 日に加算す る

ことがで きる。

<研究計画書記入の留意点 >

ア  具体的にどの ような施策の立案、政策提言 に役立つ成果 を上げよ うと している研究で

あるのか を明確に記述す る こと。

イ  当該研究分野 における先行業績 を丁寧 に整理 し、その進捗状況及び研究班な らではの

独 自性 、先駆性 を具体的に記述す ること。

ウ  中間評価及び事後評価 においては、研究計画の達成度 を厳格に評価す る。その達成度

(未 達成の場合にはその理 由、計画の練 り直 し案)如 何 によつては、研究の継続が不可

となる場合 もあ り得 ることに留意す ること。

<公 募研究課題 >
【一般公募型】

①  社会・経済構造の変化 と社会保障に関す る研究

人口、地域・家庭等の社会構造や、企業活動 ・経済情勢等の経済構造の変化は、近

年、めま ぐる しいものがあ り、それ らへの対応は喫緊の課題 となつている。特に、少

子化対策につ いては、近年の出生率低下 を受 け、政府 をあげて取 り組んでいる ところ

であ り、平成23年 度新規採択に当た つての重点事項 を以下に列挙す る c

(ア )外国人労働者の受入れに よる将来の人 口推計の変化及び社会保障費の負担 と給付 に与

える影響 に関す る研究                     (23010101)
我が国で外国人労働者 を受 け入れ た場合の人 口構造の変化について、複 数の前提条件

を設定 して推計 を行 い、その結果 に基 づき、少子高齢化・社会保障の負担 と給付 に与 え

る影響等について分析 を行 うこと。また、分析結果 を基 に、経済全体に与 える影響 を調

査す る場合の課題等の整理 を行 うこと。なお、既存の人口統計学のデー タ及び手法の蓄

積 を活用 し、比較的短期間で研究成果 を得 られ るよ うにす ること。

(イ )治 療 中の者等に対す る保健指導 を行 つた場合の医療費適正化の効果に関す る調査研究




